
○
地
方
行
政
委
員
会

内
閣
提
出
法
律
案
（
三
件
）

（
衆
）
は
提
出
時
の
先
議
院

番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

先議院

提
　
出

月
　
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

8

地
方
交
付
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

衆

元
、
一
一
、
二
九

元
、
一
一
、
二
九

　
　
（
予
）

元
、
一
二
、
五

可
　
　
決

元
、
一
二
、
八

可
　
　
決

元
、
一
一
、
二
九

元
、
一
一
、
三
〇

可
　
　
決

元
、
一
一
、
三
〇

可
　
　
決

114
国
会

7
0

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案

（
衆
）

元
、
三
、
二
九

元
、
一
一
、
三
〇

元
、
一
二
、
一
四

可
　
　
決

元
、
一
二
、
一
五

可
　
　
決

元
、
九
、
二
八

元
、
一
一
、
三
〇

修
　
　
正

元
、
一
一
、
三
〇

修
　
　
正

百
十
四
回
国
会

百
十
五
回
国
会

　
衆
　
　
継
　
　
続

114
国
会

7
8

道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

"

四
、
二
一　
　
　
　

一
一
、
三
〇

　
　
一
二
、
一
四

可
　
　
決

　
　
一
二
、
一
五

可
　
　
決

九
、
二
八

　
　
一
一
、
三
〇

可
　
　
決

　
　
一
一
、
三
〇

可
　
　
決

百
十
四
回
国
会

百
十
五
回
国
会

　
衆
　
　
継
　
　
続

地
方
交
付
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
八
号
）

要
旨

　
　
本
法
律
案
は
、
地
方
団
体
が
国
に
準
じ
て
地
方
公
務
員
の
給
与
改

　
定
を
実
施
す
る
場
合
に
必
要
と
な
る
経
費
を
基
準
財
政
需
要
額
に
算

　
入
す
る
た
め
、
平
成
元
年
度
分
の
普
通
交
付
税
の
額
の
算
定
に
用
い

　
る
単
位
費
用
の
一
部
を
改
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
委
員
会



に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
本
法
律
案
は
、
地
方
団
体
が
国
に
準
じ
て
地
方
公
務
員
の
給
与
改

定
を
実
施
す
る
場
合
に
必
要
と
な
る
経
費
を
基
準
財
政
需
要
額
に
算

入
す
る
た
め
、
平
成
元
年
度
分
の
普
通
交
付
税
の
額
の
算
定
に
用
い

る
単
位
費
用
の
一
部
を
改
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
政
府
よ
り
趣
旨
説
明
を
聴
取
し
た
後
、

給
与
改
定
に
関
す
る
追
加
財
政
需
要
額
の
計
上
の
あ
り
方
、
補
助
金

の
見
直
し
と
地
方
交
付
税
の
充
実
、
ふ
る
さ
と
創
生
事
業
に
関
連
す

る
問
題
等
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
質
疑
を
終
局
し
、
採
決
を
行
い
ま
し
た
と
こ
ろ
、
本
法
律
案
は
全

会
一
致
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま

し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
第
百
十

四
回
国
会
閣
法
第
七
〇
号
）

要
旨

　
本
法
律
案
の
主
な
改
正
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
長
期
給
付
に
関
す
る
事
項

　
１
　
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
年
金
に
つ
い
て
、
平
成
元
年

　
　
四
月
一
日
（
衆
議
院
に
お
い
て
「
平
成
元
年
十
月
一
日
」
実
施

　
　
を
修
正
）
か
ら
、
年
金
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
平
均
給
料
月

　
　
額
等
の
再
評
価
等
に
よ
り
、
年
金
額
を
引
き
上
げ
る
。

　
２
　
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
年
金
の
額
を
、
前
年
の
消
費

　
　
者
物
価
指
数
の
変
動
率
に
応
じ
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

　
　
よ
り
改
定
す
る
。

　
３
　
給
料
の
額
が
政
令
で
定
め
る
額
を
下
回
る
組
合
員
に
対
す
る

　
　
退
職
共
済
年
金
等
の
一
部
支
給
に
係
る
支
給
割
合
を
三
段
階
か

　
　
ら
七
段
階
と
す
る
（
衆
議
院
に
お
い
て
「
三
段
階
か
ら
五
段
階
」

　
　
の
改
正
規
定
を
修
正
）
。

　
４
　
年
金
の
支
給
回
数
を
、
年
四
回
か
ら
年
六
回
と
す
る
。

二
、
掛
金
の
標
準
と
な
る
給
料
の
最
高
限
度
額
及
び
最
低
限
度
額
を
、

　
そ
れ
ぞ
れ
引
き
上
げ
る
と
と
も
に
、
短
期
給
付
及
び
福
祉
事
業
に

　
係
る
掛
金
の
標
準
と
な
る
給
料
の
最
高
限
度
額
に
つ
い
て
は
、
健

　
康
保
険
制
度
に
お
け
る
取
扱
い
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ

　
ろ
に
よ
り
更
に
引
き
上
げ
る
。

三
、
地
方
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
に
つ
い
て
、
平
成
二
年
四
月
一

　
日
か
ら
、
新
た
に
公
立
学
校
共
済
組
合
及
び
警
察
共
済
組
合
が
加

　
入
す
る
た
め
の
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
。



四
、
全
国
市
町
村
職
員
共
済
組
合
連
合
会
に
お
い
て
、
当
分
の
間
、

　
短
期
給
付
に
つ
き
、
地
方
公
共
団
体
等
の
負
担
を
財
源
と
す
る
新

　
た
な
財
政
調
整
事
業
を
平
成
二
年
四
月
か
ら
実
施
で
き
る
こ
と
と

　
す
る
。

　
な
お
、
衆
議
院
に
お
い
て
、
一
の
１
の
修
正
に
伴
い
、
平
成
元
年

度
に
お
け
る
物
価
ス
ラ
イ
ド
の
特
例
措
置
に
係
る
規
定
を
削
る
ほ
か
、

施
行
期
日
等
に
つ
き
所
要
の
修
正
が
行
わ
れ
て
い
る
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
二
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
委
員

　
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
ま
ず
、
道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
、
最
近
に
お

　
け
る
交
通
事
故
の
実
情
に
か
ん
が
み
、
自
動
車
等
の
運
転
に
つ
い
て

　
必
要
な
技
能
及
び
知
識
が
十
分
で
な
い
初
心
運
転
者
に
よ
る
交
通
事

　
故
を
防
止
し
、
そ
の
他
交
通
の
安
全
を
図
る
た
め
、
初
心
運
転
者
が

　
自
動
車
等
の
安
全
な
運
転
に
習
熟
す
る
こ
と
を
助
長
す
る
た
め
の
初

　
心
運
転
者
期
間
制
度
及
び
運
転
免
許
の
取
消
処
分
を
受
け
た
こ
と
が

　
あ
る
者
等
に
対
す
る
講
習
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
等
を
主
な
内
容
と

　
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
次
に
、
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案
は
、
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
に
基
づ
く
長
期
給
付
に
つ
い
て
、

平
均
給
料
月
額
等
の
再
評
価
等
に
よ
り
年
金
額
を
引
き
上
げ
る
等
の

改
善
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
短
期
給
付
に
つ
き
地
方
公
共
団
体

等
の
負
担
を
財
源
と
す
る
新
た
な
財
政
調
整
事
業
を
実
施
で
き
る
こ

と
と
す
る
ほ
か
、
地
方
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
に
公
立
学
校
共
済

組
合
及
び
警
察
共
済
組
合
が
加
入
す
る
た
め
の
所
要
の
措
置
を
講
ず

る
こ
と
等
を
主
な
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
な
お
、
衆
議
院
に
お
き
ま
し
て
年
金
額
の
引
上
げ
措
置
を
平
成
元

年
十
月
実
施
か
ら
平
成
元
年
四
月
実
施
と
す
る
こ
と
等
の
修
正
が
行

わ
れ
て
お
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
以
上
両
案
を
一
括
議
題
と
し
て
審
議

を
進
め
、
初
心
運
転
者
期
間
制
度
導
入
の
効
果
、
交
通
安
全
教
育
の

充
実
、
年
金
の
制
度
間
調
整
の
あ
り
方
、
財
源
率
の
将
来
見
通
し
等

に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
質
疑
を
終
局
し
、
ま
ず
、
道
路
交
通
法
改
正
案
に
つ
い
て
、
採
決

の
結
果
、
本
法
律
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ

き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
次
い
で
、
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
等
改
正
案
に
つ
い
て
、
日

本
共
産
党
を
代
表
し
て
諫
山
委
員
よ
り
、
公
立
学
校
共
済
組
合
及
び

警
察
共
済
組
合
の
地
方
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
へ
の
加
入
規
定
を



削
除
す
る
旨
の
修
正
案
が
提
出
さ
れ
、
採
決
の
結
果
、
修
正
案
は
賛

成
少
数
を
も
っ
て
否
決
さ
れ
、
本
法
律
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
原

案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
両
案
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
て
お
り
ま

す
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
第
百
十
四
回
国
会
閣
法
第

七
八
号
）

要
旨　

本
法
律
案
は
、
最
近
に
お
け
る
交
通
事
故
の
実
情
に
か
ん
が
み
、

初
心
運
転
者
期
間
制
度
の
新
設
及
び
運
転
免
許
の
取
消
処
分
者
等
に

対
す
る
講
習
制
度
の
導
入
等
に
よ
り
初
心
運
転
者
に
よ
る
交
通
事
故

の
防
止
、
そ
の
他
交
通
の
安
全
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ

の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
初
心
運
転
者
期
間
制
度
の
新
設

１
　
普
通
自
動
車
免
許
等
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
免
許
の
種

　
類
ご
と
に
、
そ
の
取
得
後
の
一
年
間
を
初
心
運
転
者
期
間
と
し
、

　
当
該
期
間
中
に
道
路
交
通
法
等
に
違
反
す
る
行
為
を
し
、
政
令

　
　
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
者
に
対
し
、
公
安

　
　
委
員
会
は
初
心
運
転
者
講
習
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

　
２
　
公
安
委
員
会
は
、
初
心
運
転
者
講
習
対
象
者
が
初
心
運
転
者

　
　
講
習
を
受
け
な
か
っ
た
場
合
、
及
び
初
心
運
転
者
講
習
受
講
後

　
　
初
心
運
転
者
期
間
が
経
過
す
る
ま
で
の
間
に
道
路
交
通
法
等
に

　
　
違
反
す
る
行
為
を
し
、
政
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
こ
と

　
　
と
な
っ
た
場
合
は
、
初
心
運
転
者
期
間
経
過
後
に
再
試
験
を
行

　
　
う
こ
と
と
す
る
。

　
３
　
公
安
委
員
会
は
、
再
試
験
の
結
果
、
免
許
を
受
け
た
自
動
車

　
　
等
を
安
全
に
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
、

　
　
又
は
再
試
験
を
正
当
な
理
由
な
く
受
け
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者

　
　
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
の
当
該
免
許
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な

　
　
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

二
、
運
転
免
許
の
拒
否
若
し
く
は
取
消
し
又
は
六
月
を
超
え
る
期
間

　
の
運
転
の
禁
止
の
処
分
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
者
は
、
過
去
一
年

　
以
内
に
公
安
委
員
会
の
行
う
取
消
処
分
者
講
習
を
受
け
て
い
な
け

　
れ
ば
、
運
転
免
許
試
験
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
す
る
。

三
、
公
安
委
員
会
は
、
そ
の
指
定
す
る
者
に
初
心
運
転
者
講
習
及
び

　
取
消
処
分
者
講
習
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
等
所

　
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
。



四
、
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お

　
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

委
員
長
報
告

　
　
四
〇
ペ
ー
ジ
参
照




